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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　歯科補綴物として口腔内に装着する床に２以上の歯を近心遠心方向に隣接して排列する
人工臼歯であって、
　各臼歯の咬合面に、前記床への排列方向を示す線状の排列方向指示部を１以上設け、隣
接する前記各臼歯の少なくとも１組の排列方向指示部を略平行に延びるようにしたことを
特徴とする人工臼歯。
【請求項２】
　前記排列方向指示部は、豊隆部の豊隆線、隣接する豊隆部間に形成される溝、および、
着色により形成される線のうち、少なくとも１つからなることを特徴とする請求項１に記
載の人工臼歯。
【請求項３】
　前記排列方向指示部を、運動側の側方運動方向に延びるように設けたことを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の人工臼歯。
【請求項４】
　前記排列方向指示部を、近心遠心方向に延びるように設けたことを特徴とする請求項１
または請求項２に記載の人工臼歯。
【請求項５】
　咬合面観で隣接する前記臼歯の各排列方向指示部を直線的に位置するようにしたことを
特徴とする請求項４に記載の人工臼歯。
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【請求項６】
　前記排列方向指示部を、頬側舌側方向に延びるように設けたことを特徴とする請求項１
または請求項２に記載の人工臼歯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　歯科補綴物の作製時に容易に排列することができ、義歯装着時に容易に咀嚼できる人工
歯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　歯科補綴物の作製時における人工臼歯の排列は、高度な技術と経験が必要であった。そ
のため、適切な位置関係で人工歯を排列することは困難であった。特に、人工歯の設計段
階で作成者が意図した排列状態とすることは、極めて困難であった。なお、適切な位置関
係とは、義歯として機能を十分に発揮する位置であり、咀嚼、嚥下などの食物を食べられ
る状況や発音などの障害が発生しない状態のことをいう。
【０００３】
　また、従来の人工歯は、天然歯を意識するあまり、天然歯の摸倣が重要であると考えて
製造されていた。そして、安定した義歯を作製するために、隣接する人工歯を容易に排列
することが望まれていた。しかし、人工歯設計段階では理想通りに作製できたとしても、
生産された人工歯には微小な誤差が生じることがある。その結果、嵌合状態が合わない人
工歯となり、排列などに支障をきたしていた。そのため、従来の人工歯では排列後に大き
く削合し、表面の状態を大きく変更する作業を行っていた。そこで、上下顎の人工歯の排
列において、成形に多少の不備があっても、適正な位置に容易に排列することができ、更
に、調整も容易に実施できることが望まれていた。
【０００４】
　特許文献１には、リンガライズド・オクルージョン用人工臼歯として、上顎または下顎
の第１小臼歯、第２小臼歯、第１大臼歯および第２大臼歯の４歯全てが連結された人工臼
歯が記載されている。この人工臼歯は、上顎臼歯の舌側咬頭部にブレード形態が付与され
、下顎の第２小臼歯および第２大臼歯の頬側咬頭部に、突起部が形成されている。そして
、この人工臼歯と対合関係にある上顎の人工臼歯との滑走間隙を画定させ、４歯連結人工
臼歯の基底部側に、４歯を通して延在する溝が形成されている。この溝は、第１小臼歯の
端部および第２大臼歯の端部において開口されている。
【０００５】
　しかしながら、この特許文献１は連結歯であり、上顎の人工臼歯の舌側咬頭部にブレー
ドが設けられ、第２大臼歯の頬側咬頭部に突起部が形成されていることから、咀嚼機能に
重点をおいた人工臼歯である。そして、連結歯であることから、排列の応用性に乏しく、
臨床に合わせて容易に排列できるものではない。
【０００６】
　特許文献２には、上顎用の部分と下顎用の部分を有する人工歯アセンブリが記載されて
いる。上顎用の部分は、上顎用人工歯を有する上顎用人工歯部と、上顎用人工歯部を保持
する上側保持具と、上側保持具に設けられた上側位置決め手段である凸部を有する。また
、下顎用の部分も同様に、下顎用人工歯部、下側保持具、下側位置決め手段である溝を有
する。そして、上顎用の部分と下顎用の部分は、凸部と溝により上顎用人工歯部と下顎用
人工歯部の咬み合わせ時に適正咬合状態に位置決めされる構成としている。このようにし
た人工歯アセンブリは、人工歯植設の作業労力を軽減し、適正咬合状態の入れ歯を短期間
で製作可能にし、繁雑で個別的な位置決めを要せず、また適正咬合状態にあるか否かの配
慮をすることなく、簡単な構造、簡易な作業で、人工歯の植設が可能である。
【０００７】
　しかしながら、この特許文献２は、保持具を用いて人工歯を排列するため、臨床で様々
な人工歯排列に対応することは困難である。
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【０００８】
　特許文献３には、可撓性材料からなり、上方または下方の自然歯列アーチに概ね対応し
た形状のアーチを形成するよう成形された歯支持リボンを具備するようにした人工歯排列
装置が記載されている。そして、人工歯は、各歯の溝により支持リボン上に着脱可能に取
り付けられ、溝はリボンの鉤と係合することにより、自然歯列を模するような排列で配置
される。
【０００９】
　しかしながら、この特許文献３の排列装置は、排列ジグを用いなければならず、フルマ
ウスの義歯作製には用いることができるが、それ以外の臨床で様々な人工歯排列に対応す
ることは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＰＣＴ出願国際公開第ＷＯ２００４／０９６０７７号
【特許文献２】特開２００３－３８５２５号公報
【特許文献３】特表２００１－５０６５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、様々な人工歯排列に対応できるとともに、高度な技術や経験を必要とするこ
となく、各患者の口腔内環境に合わせて適切な位置で排列することが可能な人工臼歯を提
供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記課題を解決するため、本発明の人工臼歯は、歯科補綴物として口腔内に装着する床
に２以上の歯を近心遠心方向に隣接して排列する人工臼歯であって、各臼歯の咬合面に、
前記床への排列方向を示す線状の排列方向指示部を１以上設け、隣接する前記各臼歯の少
なくとも１組の排列方向指示部を略平行に延びるようにしたものである。
【００１３】
　この人工臼歯は、咬合面に排列方向を示す排列方向指示部を設けているため、その排列
方向指示部が所定方向に延びるように配置するだけで、確実に規定した方向で排列できる
。即ち、様々な臨床にあわせて作製した臼歯を、高度な技術や経験を必要とすることなく
、各患者の口腔内環境に合わせて近心遠心方向および頬側舌側方向の配置を適切な位置で
排列することができる。
【００１４】
　これらの人工臼歯では、前記排列方向指示部は、豊隆部の豊隆線、隣接する豊隆部間に
形成される溝、および、着色により形成される線のうち、少なくとも１つからなることが
好ましい。
　なお、前記上顎臼歯および下顎臼歯のうち、一方の排列方向指示部を豊隆部の豊隆線で
構成し、他方の排列方向指示部を隣接する豊隆部間に形成される溝で構成する場合、上顎
臼歯と下顎臼歯を中心咬合位で咬合させた状態で、前記豊隆部が溝に嵌り合わないように
構成することが好ましい。このようにすれば、義歯作製後において、食物の逃げ場を確保
できるため、咀嚼が容易に行えるうえ、切る機能に加え、すり潰す機能を付加することが
できる。
【００１５】
　また、前記排列方向指示部を、運動側の側方運動方向に延びるように設けることが好ま
しい。このようにすれば、排列方向指示部が咀嚼時や安静位から運動を開始した時に滑走
する方向に延びるため、咀嚼、切るおよびすり潰すという機能性を向上できる。
　または、前記排列方向指示部を、近心遠心方向に延びるように設けることが好ましい。
このようにすれば、前記と同様に、排列方向を容易に判断できる。この場合、咬合面観で
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隣接する前記臼歯の各排列方向指示部を直線的に位置させることが好ましい。このように
すれば、排列作業性を更に向上できる。
　または、前記排列方向指示部を、頬側舌側方向に延びるように設けることが好ましい。
このようにすれば、排列方向を容易に判断できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の人工臼歯では、咬合面に排列方向を示す排列方向指示部を設けているため、確
実に規定した方向で排列できる。即ち、様々な臨床にあわせて作製した臼歯を、高度な技
術や経験を必要とすることなく、各患者の口腔内環境に合わせて適切な位置で排列するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】上顎および下顎に配設する人工臼歯の基本構成を示す平面図である。
【図２】第１実施形態の上顎臼歯および下顎臼歯を示す平面図である。
【図３】豊隆部および溝を形成する基本構成を示す斜視図である。
【図４】各臼歯の咬頭に形成される咬合小面を示す図表である。
【図５】第２実施形態の上顎臼歯および下顎臼歯を示す平面図である。
【図６】第３実施形態の上顎臼歯および下顎臼歯を示す平面図である。
【図７】（Ａ），（Ｂ）は第３実施形態の上顎臼歯の排列確認方法を示す平面図である。
【図８】（Ａ），（Ｂ）は第３実施形態の下顎臼歯の排列確認方法を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に従って説明する。
【００２１】
　本発明は、義歯である歯科補綴物として人工歯を作製するための技術であり、そのなか
でも人工臼歯の作製に用いることができる技術である。この人工臼歯は、第１大臼歯、第
２大臼歯、第１小臼歯および第２小臼歯があり、そのうちの２つ以上の隣り合う組み合わ
せであることが好ましく、更に隣り合う全ての臼歯を含めた４歯であることが好ましい。
かつ、上下に向かい合う対合第１大臼歯、対合第２大臼歯、対合第１小臼歯および対合第
２小臼歯を含めた４歯であることが好ましく、上下に向かい合う全ての臼歯を含めた８歯
であることが好ましい。
【００２２】
　図１は、全ての人工歯の排列を示すもので、左側が上顎、右側が下顎を示す。この人工
歯は、上顎の１歯が下顎の１歯と対応（１歯対１歯）する。なお、以下の説明では、前歯
に近づく方向を近心側、逆に遠ざかる方向を遠心側という。また、口腔内である内方を舌
側、口腔外である外方を頬側という。さらに、歯の咬合面側を咬頭側、歯根側を歯頚側と
いう。
【００２３】
　図２は、本実施形態の上顎臼歯１～４と下顎臼歯５～８をそれぞれ床９，１０に排列し
、上顎方向から見た関係を示すものである。上側が上顎臼歯１～４を上顎方向から見た図
であり、下側が下顎臼歯５～８を上顎方向から見た図である。但し、上顎臼歯１～４は上
顎方向から見た場合、咬合の状態がわからないため、咬合の状態を示すために、上方から
見た咬合面の状態を示している。また、図中「○」印は各咬頭の咬頭頂である。さらに、
図２中破線は、各臼歯１～８の稜部であり、その内部が咬合面となり、外部が外周面とな
る。
【００２４】
　図示のように、本実施形態の人工臼歯は、上顎に排列する上顎第２大臼歯１、上顎第１
大臼歯２、上顎第２小臼歯３および上顎第１小臼歯４と、対合する下顎に排列する下顎第
２大臼歯５、下顎第１大臼歯６、下顎第２小臼歯７および下顎第１小臼歯８を備えている
。上顎臼歯１～４は上顎床９に排列され、下顎臼歯５～８は下顎床１０に排列され、これ
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ら床９，１０を介して患者の口腔内に着脱可能に装着される。なお、下顎床１０は、患者
の舌を露出させるために略Ｕ字形状をなしている。
【００２５】
　上顎第２大臼歯１には、頬側の近心側に近心頬側咬頭１１が設けられ、頬側の遠心側に
遠心頬側咬頭１２が設けられ、舌側の近心側に近心舌側咬頭１３が設けられ、舌側の遠心
側に遠心舌側咬頭１４が設けられている。これら咬頭１１～１４は、塊状の歯質が先細に
隆起した形状をなす。また、上顎第２大臼歯１には、各一対の頬側咬頭１１，１２と舌側
咬頭１３，１４により、その間に近心遠心方向に延びる中心溝１５が形成される。この中
心溝１５上の所定位置には、排列状態で垂直方向の深さが最も深くなる窩１６が形成され
ている。さらに、上顎第２大臼歯１には、各一対の近心咬頭１１，１３と遠心咬頭１２，
１４により、その間に頬側溝１７および舌側溝１８が形成される。これら側溝１７，１８
は、中心溝１５または窩１６から頬側面および舌側面にかけて延びる大きな溝であり、頬
側面および舌側面では、咬頭側から歯頚側に向けて延びる。
【００２６】
　上顎第１大臼歯２には、頬側の近心側に近心頬側咬頭１９が設けられ、頬側の遠心側に
遠心頬側咬頭２０が設けられ、舌側の近心側に近心舌側咬頭２１が設けられ、舌側の遠心
側に遠心舌側咬頭２２が設けられている。これら咬頭１９～２２は、塊状の歯質が先細に
隆起した形状をなす。また、上顎第１大臼歯２には、各一対の頬側咬頭１９，２０と舌側
咬頭２１，２２により、その間に近心遠心方向に延びる中心溝２３が形成され、この中心
溝２３上の所定位置に窩２４が形成されている。さらに、上顎第１大臼歯２には、各一対
の近心咬頭１９，２１と遠心咬頭２０，２２により、その間に上顎第２大臼歯１と同様の
頬側溝２５および舌側溝２６が形成される。
【００２７】
　上顎第２小臼歯３には、頬側に１つの頬側咬頭２７が設けられ、舌側に１つの舌側咬頭
２８が設けられている。これらの咬頭２７，２８は、塊状の歯質が先細に隆起した形状を
なす。また、上顎第２小臼歯３には、各咬頭２７，２８により、近心遠心方向に延びる中
心溝２９が形成されている。この中心溝２９の両端には、更に頬側および舌側に広がるよ
うに延びる頬側副溝３０および舌側副溝３１がそれぞれ設けられている。そして、これら
中心溝２９と副溝３０，３１の交差部分には窩３２が形成されている。
【００２８】
　上顎第１小臼歯４には、頬側に１つの頬側咬頭３３が設けられ、舌側に１つの舌側咬頭
３４が設けられている。これらの咬頭３３，３４は、塊状の歯質が先細に隆起した形状を
なす。また、上顎第１小臼歯４には、各咬頭３３，３４により、近心遠心方向に延びる中
心溝３５が形成され、この中心溝３５の両端に更に頬側副溝３６および舌側副溝３７が設
けられている。そして、これら中心溝３５と副溝３６，３７の交差部分には窩３８が形成
されている。
【００２９】
　一方、下顎第２大臼歯５には、頬側の近心側に近心頬側咬頭３９が設けられ、頬側の遠
心側に遠心頬側咬頭４０が設けられ、舌側の近心側に近心舌側咬頭４１が設けられ、舌側
の遠心側に遠心舌側咬頭４２が設けられている。これら咬頭３９～４２は、塊状の歯質が
先細に隆起した形状をなす。また、下顎第２大臼歯５には、各一対の頬側咬頭３９，４０
と舌側咬頭４１，４２により、その間に近心遠心方向に延びる中心溝４３が形成され、こ
の中心溝４３上の所定位置に窩４４が形成されている。さらに、下顎第２大臼歯５には、
各一対の近心咬頭３９，４１と遠心咬頭４０，４２により、その間に上顎大臼歯１，２と
同様の頬側溝４５および舌側溝４６が形成される。
【００３０】
　下顎第１大臼歯６には、頬側の近心側に近心頬側咬頭４７が設けられ、頬側の遠心側に
遠心頬側咬頭４８が設けられ、舌側の近心側に近心舌側咬頭４９が設けられ、舌側の遠心
側に遠心舌側咬頭５０が設けられている。なお、この下顎第１大臼歯６には、遠心側に更
に１個の咬頭を形成する場合がある。これら咬頭４７～５０は、塊状の歯質が先細に隆起
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した形状をなす。また、下顎第１大臼歯６には、各一対の頬側咬頭４７，４８と舌側咬頭
４９，５０により、その間に近心遠心方向に延びる中心溝５１が形成され、この中心溝５
１上の所定位置に窩５２が形成されている。さらに、下顎第１大臼歯６には、各一対の近
心咬頭４７，４９と遠心咬頭４８，５０により、その間に各大臼歯１，２，５と同様の頬
側溝５３および舌側溝５４が形成される。
【００３１】
　下顎第２小臼歯７には、頬側に１つの頬側咬頭５５が設けられ、舌側に１つの舌側咬頭
５６が設けられている。これらの咬頭５５，５６は、塊状の歯質が先細に隆起した形状を
なす。また、下顎第２小臼歯７には、各咬頭５５，５６により、近心遠心方向に延びる中
心溝５７が形成され、この中心溝５７の両端に更に頬側副溝５８および舌側副溝５９が設
けられている。そして、これら中心溝５７と副溝５８，５９の交差部分には窩６０が形成
されている。
【００３２】
　下顎第１小臼歯８には、頬側に１つの頬側咬頭６１が設けられ、舌側に１つの舌側咬頭
６２が設けられている。これらの咬頭６１，６２は、塊状の歯質が先細に隆起した形状を
なす。また、下顎第１小臼歯８には、各咬頭６１，６２により、近心遠心方向に延びる中
心溝６３が形成され、この中心溝６３の両端に更に頬側副溝６４および舌側副溝６５が設
けられている。そして、これら中心溝６３と副溝６４，６５の交差部分には窩６６が形成
されている。
【００３３】
　これら上顎臼歯１～４および下顎臼歯５～８のうち、小臼歯３，４，７，８には、大臼
歯１，２，５，６のような頬側溝１７，２５，４５，５３および舌側溝１８，２６，４６
，５４は形成されない。但し、一対の小臼歯３，４および７，８を連結した連結歯として
作製する場合には、その連結部分に舌側溝や頬側溝のような側溝が形成される。
【００３４】
　これらの臼歯１～８は、遠心側から順番に、上顎第２大臼歯１と下顎第２大臼歯５が１
組となって対合し、上顎第１大臼歯２と下顎第１大臼歯６が１組となって対合し、上顎第
２小臼歯３と下顎第２小臼歯７が１組となって対合し、上顎第１小臼歯４と下顎第１小臼
歯８が１組となって対合する。そして、これら上顎臼歯１～４および下顎臼歯５～８は、
中心咬合位において所定の咬頭が対合臼歯５～８，１～４の窩または隣接する対合臼歯５
～８，１～４間の空隙に係合する。
【００３５】
　具体的には、上顎第２大臼歯１の近心舌側咬頭１３が下顎第２大臼歯５の窩４４に係合
し、上顎第１大臼歯２の遠心舌側咬頭２２が下顎第２大臼歯５と下顎第１大臼歯６の間の
空隙に係合し、上顎第１大臼歯２の近心舌側咬頭２１が下顎第１大臼歯６の窩５２に係合
し、上顎第２小臼歯３の舌側咬頭２８が下顎第１大臼歯６と下顎第２小臼歯７の間の空隙
に係合し、上顎第１小臼歯４の舌側咬頭３４が下顎第２小臼歯７と下顎第１小臼歯８の間
の空隙に係合する。また、下顎第２大臼歯５の遠心頬側咬頭４０が上顎第２大臼歯１の窩
１６に係合し、下顎第２大臼歯５の近心頬側咬頭３９が上顎第２大臼歯１と上顎第１大臼
歯２の間の空隙に係合し、下顎第１大臼歯６の遠心頬側咬頭４８が上顎第１大臼歯２の窩
２４に係合し、下顎第１大臼歯６の近心頬側咬頭４７が上顎第１大臼歯２と上顎第２小臼
歯３の間の空隙に係合し、下顎第２小臼歯７の頬側咬頭５５が上顎第２小臼歯３と上顎第
１小臼歯４の間の空隙に係合する。なお、咬頭が空隙に係合するとは、咬頭全体が谷状を
なす空隙に係合している状態、および、咬頭頂が隣接する臼歯１～４，５～８のいずれか
一方の溝に当接した状態を意味する。また、咬頭が窩に係合するとは、咬頭頂が窩近傍の
溝に当接した状態を含む。
【００３６】
　本実施形態の上顎臼歯１～４および下顎臼歯５～８には、床９，１０への排列方向を示
す線状の排列方向指示部が設けられている。この排列方向指示部は、主として各臼歯１～
８に咬頭を形成することによる豊隆部の豊隆線６７ａ、および、隣接する豊隆部間に形成
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される溝により構成している。そして、豊隆部による豊隆線６７ａを形成できない部位に
は、意図的に窪むように設けた指示溝６７ｂにより排列方向指示部を形成している。
【００３７】
　まず、排列方向指示部を構成する豊隆部の豊隆線６７ａと、豊隆部間の溝を形成する基
本的構成を、第１大臼歯２，６を用いた図３および図４を参照して説明する。なお、図３
は、図２中矢印III方向から見た図である。
【００３８】
　豊隆部の豊隆線６７ａおよび豊隆部間の溝は、各臼歯１～８の咬頭の周囲に形成される
咬合小面６８～７０により形成される。これら咬合小面６８～７０は、下顎を前方運動、
側方運動または中間運動させた際に、対峙する咬頭の咬合小面６８～７０に互いに摺接す
るものである。
【００３９】
　図４に示すように、上顎臼歯１～４の各咬頭の遠心舌側、および、下顎臼歯５～８の各
咬頭の近心頬側には、側方運動時や中間運動時に平衡機能および咀嚼機能に関与する前方
咬合小面６８が設けられている。この前方咬合小面６８は、咬合位の関係上、上顎第２大
臼歯１の遠心咬頭１２，１４、および、下顎第１小臼歯８の舌側咬頭６２には、摺接する
咬合面がないため形成しない。
【００４０】
　また、上顎臼歯１～４の各咬頭の近心舌側、および、下顎臼歯５～８の各咬頭の遠心頬
側には、側方運動時や後方運動時に咀嚼機能に関与する後方咬合小面６９が設けられてい
る。この後方咬合小面６９は、咬合位の関係上、下顎第１小臼歯８の舌側咬頭６２には、
摺接する咬合面がないため形成しない。
【００４１】
　さらに、上顎臼歯１～３の舌側咬頭の頬側、および、下顎臼歯５～７の頬側咬頭の舌側
には、側方運動時や後方運動時に平衡機能に関与する平衡咬合小面７０が設けられている
。この平衡咬合小面７０は、前方咬合小面６８および後方咬合小面６９とともに、略三角
錐形状をなすように形成される。なお、平衡咬合小面７０は、咬合位の関係上、上顎第１
小臼歯４の舌側咬頭３４、および、下顎第１小臼歯８の頬側咬頭６１には、摺接する咬合
面がないため形成しない。
【００４２】
　図３に示すように、豊隆部は、各咬合小面６８～７０の湾曲により、咬合面からアーモ
ンド状に隆起するように形成される。また、豊隆部には、各咬合小面６８～７０の曲率の
違い等によって、最も豊隆した稜部（境界部分）に豊隆線６７ａが形成される。この豊隆
線６７ａは、各咬合小面６８～７０が交差することによって形成される角部により構成し
てもよいが、曲面の頂部からなる構成とすることが好ましい。また、頬側溝２５，５３お
よび舌側溝２６，５４は、豊隆部と豊隆部の境界部分に形成される線状の窪みからなる。
これら頬側溝２５，５３および舌側溝２６，５４は、近心遠心方向に隣接する咬頭の前方
咬合小面６８と後方咬合小面６９との間に形成される。
【００４３】
　そして、本実施形態の上顎臼歯１～４には、排列方向指示部の１つとして、頬側に形成
される豊隆部の豊隆線６７ａが、咬合面観で窩１６，２４，３２，３８を始点として近心
側へ所定角度で直線的に延びるように設けられている。但し、上顎第１小臼歯４を除く上
顎臼歯１～３の舌側咬頭１３，１４，２１，２２，２８の頬側には、平衡咬合小面７０が
形成されるため、豊隆線６７ａを形成できない。そのため、これら上顎臼歯１～３に形成
される平衡咬合小面７０には、咬合面観で窩１６，２４，３２を始点として近心側へ所定
角度で直線的に延びるように指示溝６７ｂが設けられている。また、上顎第１小臼歯４の
舌側咬頭３４の頬側には、平衡咬合小面７０は形成されないが、その位置に咬合小面６８
，６９も形成されない。同様に、咬合小面６８，６９，７０は咬頭の周囲に形成されるも
のであるため、窩１６，２４，３２，３８の近傍には、咬頭を形成するための豊隆線６７
ａは形成されない。そのため、本実施形態では、上顎第１小臼歯４の舌側咬頭３４の頬側
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には補助豊隆部を設け、この補助豊隆部の補助豊隆線７１ａが、咬合面観で窩３８を始点
として近心側へ所定角度で直線的に延びるように構成している。同様に、各臼歯１～３の
窩１６，２４，３２の近傍には、豊隆線６７ａおよび指示溝６７ｂに連続するように補助
豊隆部を設け、この補助豊隆部の補助豊隆線７１ａで排列方向指示部の一部を構成してい
る。
【００４４】
　また、下顎臼歯５～８には、排列方向指示部として、頬側溝４５，５３と頬側副溝５８
，６４および舌側溝４６，５４と舌側副溝５９，６５が、咬合面観で窩４４，５２，６０
，６６を始点として近心側へ所定角度で直線的に延びるように設けられている。但し、咬
合小面６８，６９，７０は咬頭の周囲に形成されるものであるため、窩４４，５２，６０
，６６の近傍には、実質的には溝４５，５３，５８，６４，４６，５４．５９，６５が延
在しないことになる。そのため、本実施形態では、窩４４，５２，６０，６６の近傍には
、各溝と連続するように一対の補助豊隆部による補助溝７２ａを設け、この補助溝７２ａ
とで、排列方向指示部を形成するように構成している。
【００４５】
　上顎臼歯１～４の頬側では、豊隆部の豊隆線６７ａ，７１ａからなる排列方向指示部が
、上顎床９への排列状態の咬合面観で互いに平行に延びる。また、上顎臼歯１～４の舌側
では、指示溝６７ｂおよび豊隆線７１ａからなる排列方向指示部が、上顎床９への排列状
態の咬合面観で互いに平行に延びる。同様に、下顎臼歯５～８の頬側では、頬側溝４５，
５３および頬側副溝５８，６４と補助溝７２ａからなる排列方向指示部が、下顎床１０へ
の排列状態の咬合面観で互いに平行に延びる。また、下顎臼歯５～８の舌側では、舌側溝
４６，５４および舌側副溝５９，６５と補助溝７２ａからなる排列方向指示部が、下顎床
１０への排列状態の咬合面観で互いに平行に延びる。そして、対合する上顎臼歯１～４と
下顎臼歯５～８では、各床９，１０への排列状態で各排列方向指示部が平行に延びる。こ
れにより、上顎臼歯１～４の豊隆線６７ａ，７１ａからなる排列方向指示部と、下顎臼歯
５～８の溝４５，５３，５８，６４，７２ａからなる排列方向指示部とは、中心咬合位で
咬合させた場合、互いに嵌り合うことはない。これにより、食物の逃げ場を確保できるた
め、咀嚼が容易に行えるうえ、切る機能に加え、すり潰す機能を付加できるように構成し
ている。
【００４６】
　なお、第１実施形態の豊隆線６７ａ，７１ａおよび溝４５，４６，５３，５４，５８，
５９，６４，６５の延び方向は、臼歯１～４，５～８の運動方向に延びるように構成され
ている。そして、その運動方向は、対峙する臼歯１～４，５～８が滑走する方向であり、
咀嚼時や安静位から運動時に動く側方運動方向としている。義歯を作成する場合にこの方
向は重要であり、運動側の側方運動方向を意識しながら排列をしなければならない。そう
言った意味で、技工士にとってその方向を常に意識しなければならず、運動側の側方運動
方向に、略平行の豊隆部や溝の方向が向いていると排列を容易に進めることができる。
【００４７】
　因みに、作業側の側方運動とは、下顎の臼歯５～８に対して上顎の臼歯１～４が舌側に
抜けていく運動を言う。また、平衡側の側方運動とは、下顎の臼歯５～８に対して上顎の
臼歯１～４が頬側に抜けていく運動を言う。これらの運動から、作業側の下顎臼歯５～８
の窩４４，５２，６０，６６の部分から、舌側方向に接触軌跡が残り、平衡側の下顎臼歯
５～８の窩４４，５２，６０，６６の部分から、頬側方向に接触軌跡が残る。上顎で説明
すると、作業側の上顎臼歯１～４の窩１６，２４，３２，３８の部分から、頬側方向に接
触軌跡が残り、平衡側の上顎臼歯１～４の窩１６，２４，３２，３８の部分から舌側方向
に接触軌跡が残る。
【００４８】
　また、本実施形態では、図２に示すように、上顎臼歯１～４には、窩１６，２４，３２
，３８から延びる排列方向指示部としての豊隆線６７ａ，７１ａの他に、これらに対して
平行に延びるように、各中心溝１５，２３，２９，３５から更に補助豊隆線７１ｂが設け
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られている。同様に、下顎大臼歯５，６には、窩４４，５２から延びる側溝４５，４６，
５３，５４の他に、これらに対して平行に延びるように、中心溝４３，５１から更に補助
溝７２ｂが設けられている。なお、下顎小臼歯７，８の遠心側に位置する副溝５８，５９
，６４，６５は、排列方向指示部としての近心側副溝５８，５９，６４，６５とは逆向き
に傾斜して延び、排列方向指示部として兼用できないため、直線状をなすようには形成し
ていない。言い換えれば、全ての豊隆線や溝を平行に延びるように設けているのではなく
、少なくとも１以上設けたものである。但し、排列方向指示部としての豊隆線および溝を
２以上設ける場合には、立体的３次元で観察したときにこれらが近心遠心方向に略均等に
位置するように構成することが好ましい。
【００４９】
　次に、このように作製した臼歯１～８を床９，１０に排列する作業について説明する。
なお、完成状態の義歯の床９，１０は樹脂製である。この樹脂製の床８，９は、人工歯の
排列後に、仮の床である蝋製の蝋堤と置き換えて形成される。具体的には、義歯は、患者
から採取した型に基づいて仮床である蝋堤を作成し、その蝋堤に対して人工歯を排列する
ことにより仮の義歯を作製する。その後、仮義歯を石膏で覆い、蝋堤を溶かして流し出し
た後に、樹脂を射出することにより樹脂製の床９，１０を形成し、石膏から完成した義歯
を取り出するものである。そして、床９，１０への排列状態とは、完成状態の樹脂製床に
排列した状態、および、仮の蝋製床への排列状態の両方を含む。
【００５０】
　まず、上顎中切歯７３、上顎側切歯７４および上顎犬歯７５を排列した上顎床９に上顎
第１小臼歯４を排列する。この際、上顎第１小臼歯４は、咬頭３３，３４の頂部の頬側舌
側方向および歯先歯頚方向の位置を、上顎犬歯７５の尖頭と対応させる。
【００５１】
　ついで、上顎床９に上顎第２小臼歯３を排列する。この際、上顎第２小臼歯３は、咬頭
２７，２８の頬側舌側方向および咬頭歯頚方向の位置を、上顎第１小臼歯４の咬頭３３，
３４に対応させる。また、排列方向指示部としての豊隆線６７ａ，７１ａおよび指示溝６
７ｂが、先に排列した上顎第１小臼歯４の排列方向指示部としての豊隆線６７ａ，７１ａ
および指示溝６７ｂに対して平行に位置するように調整する。
【００５２】
　ついで、上顎床９に上顎第１大臼歯２を排列する。この際、上顎第１大臼歯２は、頬側
咬頭１９，２０と舌側咬頭２１，２２の頬側舌側方向および咬頭歯頚方向の位置を、上顎
第２小臼歯３の頬側咬頭２７と舌側咬頭２８に対応させる。また、排列方向指示部として
の豊隆線６７ａ，７１ａおよび指示溝６７ｂが、先に排列した上顎第２小臼歯３の排列方
向指示部としての豊隆線６７ａ，７１ａおよび指示溝６７ｂに対して平行に位置するよう
に調整する。
【００５３】
　ついで、上顎床９に上顎第２大臼歯１を排列する。この際、上顎第２大臼歯１は、頬側
咬頭１１，１２と舌側咬頭１３，１４の頬側舌側方向および咬頭歯頚方向の位置を、上顎
第１大臼歯２の頬側咬頭１９，２０と舌側咬頭２１，２２に対応させる。また、排列方向
指示部としての豊隆線６７ａ，７１ａおよび指示溝６７ｂが、先に排列した上顎第１大臼
歯２の排列方向指示部としての豊隆線６７ａ，７１ａおよび指示溝６７ｂに対して平行に
位置するように調整する。
【００５４】
　同様に、下顎中切歯７６、下顎側切歯７７および下顎犬歯７８を排列した下顎床１０に
対して、下顎犬歯７８の遠心側に下顎第１小臼歯８を排列する。この際、下顎第１小臼歯
８は、咬頭６１，６２の頂部の頬側舌側方向および歯先歯頚方向の位置を、下顎犬歯７８
の尖頭と対応させる。
【００５５】
　ついで、下顎床１０に下顎第２小臼歯７を排列する。この際、下顎第２小臼歯７は、咬
頭５５，５６の頬側舌側方向の位置を、下顎第１小臼歯８の咬頭６１，６２に対応させる
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。また、排列方向指示部としての頬側副溝５８および舌側副溝５９が、先に排列した下顎
第１小臼歯８の排列方向指示部としての頬側副溝６４および舌側副溝６５に対して平行に
位置するように調整する。
【００５６】
　ついで、下顎床１０に下顎第１大臼歯６を排列する。この際、下顎第１大臼歯６は、頬
側咬頭４７，４８と舌側咬頭４９，５０の頬側舌側方向および咬頭歯頚方向の位置を、下
顎第２小臼歯７の頬側咬頭５５と舌側咬頭５６に対応させる。また、排列方向指示部とし
ての頬側溝５３、舌側溝５４および補助溝７２ａ，７２ｂが、先に排列した下顎第２小臼
歯７の排列方向指示部としての頬側副溝５８および舌側副溝５９対して平行に位置するよ
うに調整する。
【００５７】
　最後に、下顎床１０に下顎第２大臼歯５を排列する。この際、下顎第２大臼歯５は、頬
側咬頭３９，４０と舌側咬頭４１，４２の頬側舌側方向および咬頭歯頚方向の位置を、下
顎第１大臼歯６の頬側咬頭４７，４８と舌側咬頭４９，５０に対応させる。また、排列方
向指示部としての頬側溝４５、舌側溝４６および補助溝７２ａ，７２ｂが、先に排列した
下顎第１大臼歯６の排列方向指示部としての頬側溝５３、舌側溝５４および補助溝７２ａ
，７２ｂに対して平行に位置するように調整する。
【００５８】
　このように、本発明では、上顎臼歯１～４に形成される豊隆線６７ａ、および、下顎臼
歯５～８に形成される頬側溝４５，５３，５８，６４と舌側溝４６，５４，５９，６５の
一部を、排列方向指示部として構成している。そのため、これらが平行に延びるように排
列するだけで、近心遠心方向に隣接させる臼歯１～４，５～８を、所定の方向性で簡単か
つ確実に排列できる。
【００５９】
　よって、上顎臼歯１～４および下顎臼歯５～８を上顎床９および下顎床１０に排列する
に際して、高度な技術や経験を必要とすることなく、各患者の口腔内環境に合わせて適切
な位置で排列することができる。即ち、患者の口腔内は個人差が大きく、無歯顎の臨床に
おいても、口腔内の広さや顎堤の高さや角度などさまざまであるが、そういった臨床にお
いても、容易に短時間で人工臼歯を排列でき、口腔内の状況を再現できる。また、人工歯
は蝋堤の上に排列されるものであるため、人工歯同士の位置関係を見ることは困難であっ
たが、容易に状況を把握できる。また、各臼歯１～８が正確な位置関係に排列されている
かどうかが一目瞭然であるため、排列作業性を極めて向上できる。しかも、補綴物を装着
後の口腔内を美しく見せることができる。
【００６０】
　また、本実施形態では、排列方向指示部を構成する豊隆線と溝とは、咀嚼時や安静位か
ら運動を開始した時に滑走する方向である側方運動方向に延びるように設けている。その
ため、義歯作製後において、咀嚼が容易に行えるうえ、切る機能に加え、すり潰すという
機能性を向上できる。
【００６１】
　図５は第２実施形態の人工臼歯１～８を示す。この第２実施形態では、排列方向指示部
として、咬合面を着色することにより咬合面観で近心遠心方向に直線状に延びる指示線７
９を設けた点で、第１実施形態と大きく相違している。具体的には、指示線７９は、隣接
する各臼歯１～４，５～８に、正確に排列した状態で直線的に位置するように各一対設け
られている。なお、直線状に延びるとは、連続した１本の線であってもよく、断続的に延
びる複数の点を含む線（破線等）であってもよい。また、指示線７９は、咬合面内だけに
設けているが、咬合面を越えた側面まで延びるように設けてもよい。
【００６２】
　この指示線７９の形成方法は、咬合面の形成位置を着色する方法、および、形成位置を
除く領域を着色して非着色領域で表出させる方法の両方を含む。この着色領域と非着色領
域は、異なる配色であることが好ましいが、同系色のものであってもよい。但し、同色や
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透明色とする場合、所定周波数の光や暗中で発色または発光するものを使用することが好
ましい。また、異なる配色とする場合、臼歯１～８毎または指示線７９毎でも、黒色、赤
色、青色などの異なる配色としてもよい。
【００６３】
　指示線７９を形成するための着色材は油性インク等、排列時や輸送時に消えない（剥が
れない）ものを使用している。そして、この着色材は、口腔内に装着することにより、使
用につれて自然と消えるようにしてもよいが、排列後に薬剤を使用して剥がす構成として
もよい。この着色材の着色料は、有機性材料と発色材を含み、食品添加物に指定された口
腔内で利用できるものが好ましい。
【００６４】
　このように構成した第２実施形態の人工臼歯１～８は、第１実施形態と同様に、上顎中
切歯７３から上顎第２大臼歯１まで遠心方向へ順番に排列するとともに、下顎中切歯７６
から下顎第２大臼歯５まで順番に排列する。その際、各臼歯１～８は、先に排列した臼歯
２～４，６～８の指示線７９に対して、後から排列する臼歯１～３，５～７の指示線７９
が、直線的に位置するように調整する。その後、上顎臼歯１～４の豊隆部が下顎臼歯５～
８の溝に嵌るように、各対合臼歯１～４，５～８を互いに調整する。そして、全ての排列
および調整が完了すると、指示線７９を除去する。
【００６５】
　このように、第２実施形態の人工臼歯１～８は、排列方向指示部として、着色により近
心遠心方向に延びる指示線７９を設けているため、この指示線７９が上顎臼歯１～４と下
顎臼歯５～８で直線的に位置するように調整するだけで、高度な技術や経験を積まなくて
も正確な方向性で排列できる。しかも、近年では、治療経過を保存することが望まれてい
るが、この第２実施形態の構成によれば、写真などで排列状況を保存することができる。
【００６６】
　図６から図８は第３実施形態の人工臼歯１～８を示す。この第３実施形態では、排列方
向指示部として、咬合面を着色することにより形成する指示線７９を、頬側舌側方向に延
びるように設けた点で、第２実施形態と大きく相違している。また、本実施形態では、人
工臼歯１～８を排列した状態で、その排列状態を確認するための排列確認シート８０Ａ，
８０Ｂを更に設けた点で、各実施形態と相違している。各臼歯１～８の指示線７９は、そ
れぞれの咬頭の形成位置を避けるように設けられている。また、第１大臼歯２，６は、近
心遠心方向の幅が広いため、近心咬頭１９，２１と４７，４９および遠心咬頭２０，２２
と４８，５０の近傍に位置するように一対設けられている。
【００６７】
　この第３実施形態の人工臼歯１～８は、第１実施形態と同様にして排列する。そして、
後から排列する臼歯１～３，５～７は、その指示線７９が先に排列した臼歯２～４，６～
８の指示線７９に対して平行に位置するように調整する。その後、上顎臼歯１～４の豊隆
部が下顎臼歯５～８の溝に嵌るように調整する。これにより、各実施形態と同様に、高度
な技術や経験を積まなくても、正確な位置に調整して排列できる。
【００６８】
　なお、本実施形態では、各床９，１０に対する人工臼歯１～８の排列が完了すると、図
７（Ｂ）および図８（Ｂ）に示すように、排列確認シート８０Ａ，８０Ｂにより排列状態
を確認する。この排列確認シート８０Ａ，８０Ｂは、図７（Ａ）および図８（Ａ）に示す
ように、ベースシート８１に、正規排列状態での指示線７９と重なる確認線８２を設けた
もので、本実施形態では、上顎臼歯１～４用と下顎臼歯５～８用の２種を設けている。ベ
ースシート８１は、背部を透視可能な透明または半透明のものである。このベースシート
８１は、弾性的に変形可能な樹脂により形成された矩形状のものである。確認線８２は、
指示線７９と線幅が略同一に形成され、背部を透視不可能な不透明のものである。この確
認線８２は、指示線７９と同様の油性インク、または、成型時に２色成型することによる
不透明な樹脂により形成されている。
【００６９】
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　そして、図７（Ｂ）および図８（Ｂ）に示すように、この排列確認シート８０Ａを排列
した上顎臼歯１～４の咬合面側に配置するとともに、排列確認シート８０Ｂを下顎臼歯５
～８の咬合面側に配置し、全て指示線７９が確認線８２と重なるか否かにより、各人工臼
歯１～４，５～８が正規排列状態で排列されているか否かを確認できる。そして、ズレが
生じている人工臼歯１～８を発見した場合には、所定位置に調整することができる。その
ため、排列を行う作業者には、高度な技術や経験は必要ない。勿論、この排列確認シート
８０Ａ，８０Ｂは、全ての上顎臼歯１～４および下顎臼歯５～８を排列した後に使用する
だけでなく、排列途中に使用しても良い。
【００７０】
　なお、本発明の人工臼歯は、前記実施形態の構成に限定されるものではなく、種々の変
更が可能である。
【００７１】
　例えば、第１実施形態では、上顎臼歯１～４の豊隆線６７ａおよび指示溝６７ｂと、下
顎臼歯５～８の頬側溝４５，５３，５８，６４および舌側溝４６，５４，５９，６５を、
床への排列方向を示す排列方向指示部として構成したが、上顎臼歯１～４の頬側溝１７，
２５，３０，３６および舌側溝１８，２６，３１，３７と、下顎臼歯５～８の豊隆線とを
、排列方向指示部として構成してもよい。このようにしても、第１実施形態と同様の作用
および効果を得ることができる。
【００７２】
　また、第１実施形態では、特に豊隆線は識別が困難な場合があるため、豊隆線と溝とに
第２および第３実施形態に示すような着色を施してもよい。勿論、第１実施形態では、上
顎臼歯１～４と下顎臼歯５～８の両方の溝を排列方向指示部として構成してもよいうえ、
両方の豊隆部の豊隆線を排列方向指示部として構成してもよい。
【００７３】
　さらに、第３実施形態のように、排列確認シート８０Ａ，８０Ｂを設ける構成は、第１
および第２実施形態の構成、第１実施形態に第２実施形態を組み合わせた構成、および、
第２実施形態に第３実施形態を組み合わせた構成であっても、同様に適用可能である。
【００７４】
　そして、第２実施形態では、隣接歯同士の指示線７９，７９が直線的に位置するように
構成したが、特に排列確認シートを採用する場合には、平行および並行に設けるだけで、
直線的に位置するように構成する必要はない。しかも、人工臼歯１～８は、患者の残存歯
や顎の形状等により、外形等が微妙に異なる複数種のものがあるが、排列確認シートを採
用する場合、複数種全ての指示線７９を同一部位になるように形成し、１種の排列確認シ
ートを使用するように構成することもできる。
【符号の説明】
【００７５】
　１…上顎第２大臼歯
　２…上顎第１大臼歯
　３…上顎第２小臼歯
　４…上顎第１小臼歯
　５…下顎第２大臼歯
　６…下顎第１大臼歯
　７…下顎第２小臼歯
　８…下顎第１小臼歯
　９…上顎床
　１０…下顎床
　１７，２５，４５，５３…頬側溝（排列方向指示部）
　１８，２６，４６，５４…舌側溝（排列方向指示部）
　３０，３６，５８，６４…頬側副溝（排列方向指示部）
　３１，３７，５９，６５…舌側副溝（排列方向指示部）
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　６７ａ…豊隆線（排列方向指示部）
　６７ｂ…指示溝（排列方向指示部）
　７１ａ，７１ｂ…補助豊隆線（排列方向指示部）
　７２ａ，７２ｂ…補助溝（排列方向指示部）
　７９…指示線（排列方向指示部）
　８０Ａ，８０Ｂ…排列確認シート
　８１…ベースシート
　８２…確認線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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